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令和元年度事業報告 

 

公益社団法人 国際農業者交流協会は、我が国農業の中核的推進力となる担い手の育成、人

材育成による農業分野における国際貢献、国際競争力を備えた農業経営体の確立及び農業者レ

ベルの相互理解と友好親善の推進を図ることを目的として、 

 農業研修生の海外研修 

   海外農業者の人材育成 

   農業経営研究活動等 

を本会会員、各都道府県当局及び関係支援団体等の協力を得て、令和元年度（平成３１年度）

の事業として実施した。 

 

１．会   議（法人） 

     一般社団法人および一般財団法人に関する法律及び本会の定款に基づき、次のとおり会議

を開催した。 

（１） 総会 

  令和元年度通常総会 

  令和元年６月６日、主婦会館プラザエフにおいて開催し、下記事項について決議し、ま

た報告した。 

≪承認事項≫ 

第１号議案 平成３０年度収支計算書類の承認 

第２号議案 役員報酬等及び費用に関する規程の改定 

第３号議案  国際農業交流事業推進基金の運用等 

第４号議案  次期役員の選任 

    ≪報告事項≫ 

      １） 平成３０年度事業報告 

      ２） ２０１９年度事業計画及び収支予算 

 

（２） 理事会 

 ア．令和元年度第１回通常理事会 

令和元年５月１６日に主婦会館プラザエフにおいて開催し、下記事項について決議した。 

第１号議案 平成３０年度事業報告及び計算書類の承認 

第２号議案 令和元年度通常総会の招集と議案 

第３号議案 次期役員の推薦 

第４号議案  顧問の選任 

第５号議案  組織規程の改定 

第６号議案  会員の動向 

＊報告事項  （１）新元号の令和を年度名とすることについて 

             （２）代表理事及び業務執行理事の職務遂行状況報告 

イ．令和元年度第１回臨時理事会 

令和元年６月６日に主婦会館プラザエフにおいて開催し、下記事項について決議した。 

        第１号議案  代表理事及び執行理事の選定 
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ウ．令和元年度第２回通常理事会 

  令和元年８月２２日に主婦会館プラザエフにおいて開催し、下記事項について決議した。 

第１号議案 会員の承認 

第２号議案  米国支部事務所の閉鎖 

第３号議案  フィリピンでのＮＧＯ法人設立 

第４号議案  新規程の制定 

          「フィリピン国駐在職員と現地雇用職員の給与及び出張旅費に係る規程」 

＊報告事項  ①代表理事及び業務執行理事の職務遂行状況報告            

②日本ＮＧО連携無償資金協力による「フィリピン国における安全野菜生産

技術普及活動及び野菜流通販売改善事業」の実施に向けた進捗状況報告につ

いて 

 エ．令和元年度第３回通常理事会 

 令和元年１１月２１日に主婦会館プラザエフにおいて開催し、下記事項について決議し

た。 

第１号議案  会員の承認について 

         ＊報告事項  （１）代表理事及び業務執行理事の職務遂行状況報告 

（２）２０１９年度上半期収支報告について 

（３）米国支部と米国研修事業の今後について 

（４）日本ＮＧО連携無償資金協力による「フィリピン国における安全野菜生

産技術普及活動及び野菜流通販売改善事業」の実施に向けた進捗状況につ

いて 

（５）Ｇｒｏｗ Ａｂｒｏａｄ メンバーについて（以前の理事会における五嶋

義行理事からの質問に対する回答） 

 オ．令和元年度第４回通常理事会 

令和２年２月２１日に主婦会館プラザエフにおいて開催し、下記事項について決議した。 

第１号議案  重要な使用人の選任について 

第２号議案 職員の勤勉手当の支給割合改定に伴う役員の特別手当支給割合の改定 

            について 

第３号議案 令和２年度事業計画及び収支予算案について 

第４号議案  会員の承認について 

 ＊報告事項  １）事業の進捗状況と代表理事及び業務執行理事の職務遂行状況報告 

                    ２）米国支部閉鎖と米国農業研修事業の実施体制について 

                    ３）外務省の日本ＮＧＯ連携無償資金協力の進捗状況について 

４）国際農友会による国会議員連盟に関する活動 

 

２．農業研修生海外派遣事業（公１） 

 欧米先進諸国における農業実習や学習を通じて、優れた農業技術、経営管理、販売技術等

を修得させ、国際社会に精通した我が国農業・農村を担う人材を育成することを目的に農業

研修生海外派遣事業を次のとおり実施した。 

（１）国内業務 

ア．募集及び選考 

募集を平成３１年４月１日から令和元年８月３０日までとして、各都道府県、正会員
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（都道府県組織）、農学部を有する大学等の教育機関、及び関係諸機関の協力を得て募

集を行ない、合計５３名の応募があった。 

選考は、令和元年８月１５日に特別選考（受験者１名）を、９月１６日、１７日に本

選考（受験者５０名）を東京都内で実施し、筆記試験（英語、農業一般、作文）及び面

接審査を行った。 

合格者４７名（米国 ３４、オーストラリア ９、研修先保留 ４）、不合格者 ４名を決

定した。  

なお、欧州その他の派遣先国については、選考を行わず有資格エントリー者（２９名）

への面接を実施し、語学力、現地研修における資質、農業経験の有無等を確認して現地

研修参加者を決定した。ドイツ ４名、スイス ８名、オランダ １１名。 

イ．講 習 

（ア） 米国派遣研修生２９名の内、１６名に対しては令和元年１１月３日～１６日に大

分県で西日本講習を、また、１３名と豪州派遣研修生１１名の２４名に対しては

令和元年１１月７日～２０日に茨城県で東日本講習を実施した。 

（イ） 欧州各国コース（ドイツ ４名、スイス ８名、オランダ １１名）については、講

習の形とせず東京都大田区において１１月１３日～１５日にオリエンテーション

を行った。 

（ウ） 米国派遣研修生については、グループをまとめる役割を担うグループリーダーを

２名選抜し、２名に対して令和２年２月２６日にグループリーダー講習を実施。 

ウ．国内農家研修 

 平成３１年４月に開始したアプレンティスシップ研修生２名に対し、令和２年２月末

日まで約１１ヶ月間の国内農家研修を実施した。 

エ．派 遣 

 令和元年度内に派遣したグループ及び令和元年度末に海外研修中のグループ。 

 派遣事業名          派遣／研修中人員        派 遣 日      

平成３０  米国 ４０名 *1 平成３１年３月２９日 

２０１９  米国 ２９名 渡航延期 *2 

 ドイツ  ３名 令和２年３月１０日 

  スイス  ８名 令和２年３月１０日 

 オランダ １０名 渡航延期 *2 

 オーストラリア       １１名 渡航延期 *2          

 計              １０１名 

*1：平成３０年度米国研修生の内、２名が中途帰国した（渡航時４２名）。 

*2：新型コロナウィルス感染拡大により、派遣先国への渡航禁止や制限、今後の状   

況予想等により、派遣先国受入機関と調整をした上で研修生の安全確保の観点から

令和２年３月２０日（米国、豪州）、３月２６日（オランダ）の渡航をそれぞれ延期

することとし、出発時講習や渡航便をキャンセルした。 

オ． 帰 国 

海外での研修課程を修了し帰国した研修生に対し、東京において報告会等の行事を２

日間実施した。令和元年度内に帰国した研修生は次のとおりである。 

   派遣事業名 帰国人員       帰 国 日           

平成２９ 米国 ４３名 令和元年１０月１０日 
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平成３０ オーストラリア ９名  令和２年 ３月１１日 

 ドイツ １名  令和２年 ３月１１日 

 スイス ５名  令和２年 ３月１１日 

          オランダ      ５名        令和２年 ３月１１日   

計 ６３名 

   ＊平成２９年度米国研修生の内、３名が中途帰国（渡航時は４６名）。 

 

（２）海外業務 

渡航中の研修生に対し、本部と米国支部及び欧州各国現地研修生サポーターは、派遣

先国の受入団体、政府機関、各大学等の教育研修施設、受入農家等と連携して、農場実

習、学課研修、研修旅行等を含め、現地における研修生の指導を行った。 

なお、米国支部は令和２年３月３１日を以て事務所を閉鎖し、新年度からは米国側受

入団体であるBig Bend Community College（ＢＢＣＣ）、及び同大学財団（ＢＢＣＣＦ）

と本会本部職員が密接に連携して研修生の指導、支援を行うことになる。 

 

３．未来の畜産女子育成プロジェクト事業（公１） 

  日本中央競馬会の公募事業である平成３１年度畜産振興事業に採択された事業であり、畜

産業における女性の活躍を促進することで畜産業を活性化する目的で、畜産を学ぶ女子高等

学校生徒を対象に、酪農業を中心とした畜産業が盛んで、女性が男性と区別なく活躍してい

るニュージーランドに派遣し、現地畜産業の現状を学ぶとともに女性の参画状況、活躍状況

について実地に研修し、帰国後は研修で体得した知識を自らの言葉で畜産業の魅力と女性の

活躍を啓蒙する畜産アンバサダー活動を行う事業を実施した。 

① 募集：平成３１年４月２６日～令和元年５月２４日まで全国の農業高校を対象に募集 

② 選考：書類選考と電話インタビューによる選考を実施。令和元年５月下旬。 

③ 選考結果：全国の農業高等学校からの応募者３４人を選考し２０人を選抜 

④ 事前調査：令和元年５月１１日～１８日、ＮＺ北島の候補地を中心に調査 

⑤ 事前研修：令和元年６月１７日～１９日、国立オリンピック記念青少年総合センターで実施 

⑥ 現地研修：令和元年８月１９日～２９日、ＮＺ北島のタラナキ地域を中心に実施 

⑦ 研修成果報告会：令和元年８月３０日、ホテルフクラシア晴海で実施 

⑧ 畜産アンバサダー活動：出身校、地元畜産関連会合、メディア等で帰国報告会や発表を

行うとともに本会が全国５会場で実施する営農研究会で同様の啓蒙活動を行った。 

⑨ 事業推進委員会、事業成果評価委員会の開催 

・事業推進委員会：令和元年５月 1０日、６月１９日、８月３０日 

・事業成果評価委員会：令和２年２月２８日 

 

４．アジア農業青年人材育成事業（公１） 

アジアの農業・農村を担う人づくりを支援し、彼我両国農業者の相互理解と友好親善の増

進に寄与することを目的に、農林水産省の公募事業「平成３１年度アジア・アフリカ地域の

農業者招へいによる実践的な農業研修」に採択された次の事業を実施した。 

（１）農業青年人材育成事業 

平成３１年４月１１日から令和２年２月２１日の期間で受入れ、基礎研修、農家研修、

学課研修、地方研修及び最終研修を実施した。 
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受入国及び農家研修の配属県は次のとおり。 

 

 受入対象国     人数          配 属 県                      

タ    イ  １５名 岩手(2) 埼玉(5) 神奈川(3) 長野(3) 沖縄(2) 

インドネシア  １８名 青森(1) 福島(1) 千葉(2) 福井(3) 愛知(5) 

 京都(1) 和歌山(3) 佐賀(2) 

フィリピン  ２１名 北海道(1) 宮城(3) 栃木(3) 山梨(1) 静岡(2) 

岡山(3) 広島(1) 愛媛(2) 熊本(2) 宮崎(3)     

計    ５４名 （来日時人数 ５４名） 

 

（２）研修生フォローアップ事業 

本邦での研修効果を評価するために調査員を令和２年２月２日より９日までの８日間

タイに派遣し、帰国研修生の営農状況などの調査及び助言・指導を行った。 

また、本事業の研修生送出国の上記３ヶ国を対象に、帰国直前の研修生及び帰国後５年

経過した平成２６年度研修生に対してアンケート調査を実施し、研修の成果を取りまとめた。 

 

５．欧州農業研修生受入事業（公１） 

農業研修生欧州派遣国との相互交換として、欧州諸国から研修生を受入れ、農家研修等を

通じ、彼我両国農業者の相互理解と友好親善の増進に寄与することを目的に、次のとおり実

施した。 

  受入対象国    人数      来  日        帰  国    （研修期間）  

    ドイツ      ５名     平成３０年４月２２日       令和元年１２月１日（８ヶ月） 

     ＊配属先： 埼玉県(2)、東京都(1)、静岡県(1)、大分県(1) 

 

６．海外農村開発支援事業[（独）国際協力機構補助事業]（公１） 

フィリピン安全野菜生産販売技術改善プロジェクト 

（１）現地指導 

フィリピン国農業省、同国各州各地方自治体、及び長野県南牧村の協力を得て、フィリピ

ン国内において安全野菜生産技術を根付かせるとともに、農産物の出荷・販売技術の改善に

より食品ロスの削減と商品価値を高め、生産者～流通業者～販売業者～消費者を結ぶフード

バリューチェーンの構築を実現し、生産者の所得向上を図ろうとするもので、専門家及び本

会職員を現地に派遣して生産現場から流通・販売に至るまでの技術指導を行った。 

   ＪＩＣＡの補助事業として２０１６年から３年間の事業として実施してきたが、２０１９

年１１月末日を以て当事業を終了した。現地での更なる成果の充実を図るため、ＪＩＣＡの

補助に代えて外務省の日本ＮＧＯ連携無償資金協力の助成を得るべく申請準備を進めた。 

（２）本邦研修 

上記（１）の技術を定着、普及させることを目的に、フィリピン国農民指導者や行政担当

者を本邦に招へいし、生産現場における生産から収穫、梱包・出荷・販売・流通などを実地

で体得させるための研修を行った。  
 

   対 象        人 数           内 容             期  間     

行政・農民指導者    ９名   視察研修（野菜生産・販売研修）  令和元年７月３日～９日 
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７．アセアン等農業人材育成支援事業（公１） 

 開発途上国の農業・農村を発展させることを目的に、農業青年人材育成事業の充実強化を

図るため、次の事業を実施した。 

（１）研修生受入事業 

海外農村開発支援事業を定着させるため、フィリピン国ベンゲット州政府を通じて農業

者を日本に招へいし、長期に及ぶ実務研修事業を実施した。年度をまたがる場合を含む。 
 

 人数（在留資格）     研修期間           来日年月日          

３名（３号）      ３年＋２年間        平成２７年３月５日～  

２名（３号）      ３年＋２年間        平成２７年４月１０日～ 

      ２名（３号）      ３年＋２年間        平成２８年３月５日～  

    １３名（２号）      ３年間              平成２９年３月１７日～  

    １４名（２号）      ３年間              平成３０年３月７日～  

    １４名（１号）      ３年間              平成３１年３月１日～  

    ３４名（１号）      ９ヶ月間            平成３１年３月１日～  

 

（２）アジア農村青年育成協議会との協力体制 

  協議会の事務局運営を行った。 

 

８. 組織活動推進事業（他１） 

 都道府県会員組織の組織活動を推進するための事業を実施した他、組織が実施する事業の

一部を受託して業務遂行に協力するなど、組織活動を支援した。 

（１）国際化対応営農研究事業 

「農業・農村の担い手」を課題とし、海外の農業について豊富な体験を有する海外農業

研修体験者を中心に、地域の農業者或いは新たに農業を始めようとする若者等に参加を呼

びかけてブロック別の国際化対応営農研究会を開催した。 

また、それに併せてブロック内県担当者及び組織会長会議を開催した。 

    ブロック       開 催 県           開 催 日       

 北海道・東北  青森県  令和２年 １月３１日～２月１日 

 関東甲信静越  群馬県  令和２年 １月２８日～２９日 

 東海・近畿・北陸３県 福井県  令和２年 ２月  ５日～  ６日 

 中 国 ・ 四 国  愛媛県  令和２年 ２月１４日～１５日 

 九 州          鹿児島県  令和２年 ２月１９日～２０日 

 

（２）新潟県組織インドネシア研修生受入事業〔受託事業〕 

新潟県組織が実施したインドネシア研修生受入事業の一部を受託し、同国研修生７名に

対して到着時基礎研修を行った。 

（３）国際農友会の支援 

海外研修生ＯＢ・ＯＧの全国組織である国際農友会の事務局運営を行った。 

 

９．研修生サポート事業（他２） 

    本会の農業研修に参加する研修生をサポートするために次の事業を行った。 
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（１）バイエルスカラーシップ（奨学金）の選考会を令和元年１２月１２日に開催し、５名の

奨学生を決定し、奨学金を給付した。 

（２）研修生サポート資金の書面審査による選考を令和元年１２月中旬に行い、特待生１７名

を決定し、実際にはその内の１５名に対して資金の貸し付けを行った。 

（３）研修生の教材である技術書等の書籍を希望者に頒布した。 

 

１０．情報・サ－ビス事業（他２） 

本会の各県会員組織及びそれらの会員並びに関係団体等を対象に次の事業を行った。 

（１）情報誌「The New Farmers」を令和元年７月及び令和２年１月の２回発行した。 

（２）海外農業視察・研修等の企画・実施 

関係団体や個人が実施する視察研修等に対する便宜供与を行った。 

（３）求人・求職支援（無料職業紹介事業） 

     農業分野を中心に求職者への就職先紹介事業を行った。 

（４）都道府県、関係団体、会員などからの研修企画、相談、実施など便宜供与を行った。 

 

１１．国際協力等（他２） 

本会事業の充実発展と国際社会への協力、貢献を可能な限り図るため、次の事業を行った。 

（１）海外諸機関との提携及び協力の強化等  

アセアン事業関係者等の来日の際に、農場視察の手配や会議を開催し情報交換を行った。 

（２）海外関係諸国の本会事業関係者の来訪に対する便宜供与 

現地大学関係者、受入農家等の訪日に際しての便宜供与を行った。 

 

１２．国際農業交流事業推進基金の管理運営（他１） 

（１）本会及び会員組織の充実及び事業の拡大を計るために造成した国際農業交流事業推進基

金を効果的に運営するため、管理運営委員会と連携して管理運営を行った。 

（２）国際農友会及び営農研究会開催県への助成を行った。 

 

１３．特別会計事業 

    以下の特別会計事業を行った。 

（１）農業研修生国際交流事業特別会計事業 

        農業研修生の国際交流に関わる特別会計事業 

（２）国際農業交流事業推進基金特別会計事業 

協会の組織活動を推進するための基金管理運営に関わる特別会計事業 

（３）農業研修生サポート資金特別会計事業 

     海外派遣農業研修生に対する研修資金貸付、奨学金に関わる特別会計事業 
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附属明細書（事業報告関係） 

令和２年３月３１日現在 

 

 

  

１．正 会 員： ４５団体 

 

２．賛助会員 

   団 体：   １０団体 

   個 人：  ２７２名 

 

３．役員（理事・監事）： 
 

役 職 名 氏  名 備   考 

会    長 （非常勤）  野 中 和 雄  元農政調査会会長（構造改善局長） 

常務理事 （常  勤）  坂 元 良 二 （公社）国際農業者交流協会常務理事 

理  事 （非常勤）   生  部  誠  治 
（一社）全国農業協同組合中央会 

営農・くらし支援部部長 

理  事 （非常勤）   岩  元  明  久 （一社）全国農業改良普及支援協会会長 

理  事 （非常勤）   甲  斐    毅 （一社）日本農業法人協会専務理事 

理  事 （非常勤）  五  嶋  義  行  元熊本県国際農友会会長 

理  事 （非常勤）  鈴 木   俊  東京農業大学名誉教授 

理  事 （非常勤）  五月女 昌 巳 （公社）大日本農会顧問 

理  事 （非常勤）  檜 垣 真 城  元愛媛県国際農業者交流協議会会長 

理  事 （非常勤）  藤 森 英 明  東京国際農業者協会会長 

理  事 （非常勤）  星    智 宏  宮城県国際農友会会長 

理  事 （非常勤）  三 国   貢 （一社）全国酪農協会常務理事 

理  事 （非常勤）  村  上  秀  德 （一財）食品産業センター理事長 

理  事 （非常勤）  山  田    豊  福井県国際農業者交流協会会長 

理  事 （非常勤）  柚  木  茂  夫 （一社）全国農業会議所専務理事 

        

監  事 （非常勤）  江 間 哲 郎  森田会計事務所 

監  事 （非常勤）  椎  橋  美  孝  埼玉県海外派遣農村青年協議会会長 

 

 

 

 

 


